
協議事項ア

   使用料等見直し施設新旧対照表 参考資料

碧南市使用料及び手数料条例

別表第１（第３条関係）
１　公の施設の利用 単位（円）

種類 改定金額 現行金額 改定率 改正理由 施行期日

121,060 83,490 1.45
121,060 83,490 1.45
121,060 83,490 1.45
121,060 83,490 1.45
121,060 83,490 1.45

1,230 990 1.24
1,980 1,600 1.24
2,320 1,870 1.24
1,230 990 1.24
1,980 1,600 1.24
2,320 1,870 1.24

360 360 1.00
610 600 1.02
790 780 1.01
360 360 1.00
610 600 1.02
790 780 1.01

全 面 6,120 4,220 1.45
２ 分 の １ 面 3,060 2,110 1.45
６ 分 の １ 面 1,030 710 1.45
全 面 6,920 4,770 1.45
２ 分 の １ 面 3,470 2,390 1.45
６ 分 の １ 面 1,160 800 1.45
全 面 6,920 4,770 1.45
２ 分 の １ 面 3,470 2,390 1.45
６ 分 の １ 面 1,160 800 1.45

会議室１

会議室２

和室１

和室２

碧南市南部市民プラ
ザ使用料
※１
※２

 ※１ 改定率適用　※２ 消費税反映　※３ 新規有料化　※４ 減額　※５ 廃止

※１

午前９時～正午

午後６時～午後９時

※２

午前９時～正
午

正午～午後３
時

午後３時～午
後６時

アリーナ

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午前９時～正午
午後１時～午後５時

碧南市営墓園使用
料
※１

新川墓園 １ 区 画
明石墓園 １ 区 画
東山墓園 １ 区 画
荒子墓園 １ 区 画
神有墓園

午後１時～午後５時

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

区分 単位

１ 区 画

※１

午後６時～午後９時

令和8年10月1日
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全 面 8,080 5,570 1.45
２ 分 の １ 面 4,050 2,790 1.45
６ 分 の １ 面 1,350 930 1.45

710 570 1.24
1,140 920 1.24
1,340 1,080 1.24

710 570 1.24
1,140 920 1.24
1,340 1,080 1.24

300 300 1.00
490 490 1.00
660 650 1.02
300 300 1.00
490 490 1.00
660 650 1.02

1,510 1,220 1.24
2,460 1,980 1.24
2,860 2,310 1.24
1,020 820 1.24
1,650 1,330 1.24
1,930 1,560 1.24

450 360 1.24
740 600 1.24
870 700 1.24

全 面 6,120 4,220 1.45
２ 分 の １ 面 3,060 2,110 1.45
６ 分 の １ 面 1,030 710 1.45
全 面 6,920 4,770 1.45
２ 分 の １ 面 3,470 2,390 1.45
６ 分 の １ 面 1,160 800 1.45
全 面 6,920 4,770 1.45
２ 分 の １ 面 3,470 2,390 1.45
６ 分 の １ 面 1,160 800 1.45
全 面 8,080 5,570 1.45
２ 分 の １ 面 4,050 2,790 1.45
６ 分 の １ 面 1,350 930 1.45

1,190 820 1.45
1,450 1,000 1.45

午後６時～午
後９時

会議室３
午前９時～正午

碧南市南部市民プラ
ザ使用料
※１
※２

研修室１

※1

碧南市東部市民プラ
ザ使用料
※１
※２

午前９時～正午

※１

アリーナ

午後６時～午後９時

正午～午後３時

午前９時～正
午

正午～午後３
時

午後３時～午
後６時

※２

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

会議室２
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

会議室１
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

和室２
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

研修室２

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

和室１

午後６時～午
後９時

アリーナ

午前９時～正午
午後１時～午後５時

プレイルーム

令和8年10月1日
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1,450 1,000 1.45
2,260 1,560 1.45
2,790 2,400 1.16
3,700 3,640 1.02 ※２

100 200 0.50
200 400 0.50
100 100 1.00 ※２
290 － 新規
260 － 新規
410 360 1.13 ※１
680 600 1.13

780 廃止 ※５
410 360 1.13 ※１
680 600 1.13

780 廃止 ※５
2,790 2,740 1.02 ※２
4,490 4,410 1.02

4,620 廃止 ※５
午前９時～

正午
11,980 10,700 1.12

令和9年4月1日

午後１時～
午後５時

19,260 17,200 1.12

午後６時～
午後９時

25,280 22,570 1.12

午前９時～
午後９時

50,860 45,410 1.12

午前９時～
正午

15,570 13,900 1.12

午後１時～
午後５時

25,030 22,350 1.12

午後６時～
午後９時

32,850 29,330 1.12

午前９時～
午後９時

66,090 59,010 1.12

午後３時～午後６時

碧南市東部市民プラ
ザ使用料
※１
※２

※３

午後１時～午後５時

午後６時～午後９時

午後６時～午後９時

※１

エメラルドホール

平日

土曜日、日曜
日及び祝日

碧南市哲学たいけん
村無我苑使用料
※１
※２
※５

研修道場和室１
午前９時～正午

午後１時～午後５時

市民茶室
午後６時～午後９時

午前９時～正午

午前９時～正午
研修道場和室２

浴室

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

小学生1人１回につき

１ 時 間
１ 時 間

中学生以上人１回につき
碧南市高齢者元気ッ
ス館使用料
※２
※３
※４

娯楽室１

電気窯
素焼き１回につき
本焼き１回につき

娯楽室２

マッサージ機 １ 回 に つ き

碧南市芸術文化ホー
ル使用料
※１
※２
※５

令和8年10月1日

※４

令和8年10月1日

令和8年4月1日
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午前９時～
正午

10,180 9,090 1.12

午後１時～
午後５時

16,350 14,600 1.12

午後６時～
午後９時

21,450 19,150 1.12

午前９時～
午後９時

43,180 38,550 1.12

午前９時～
正午

13,220 11,800 1.12

午後１時～
午後５時

21,250 18,970 1.12

午後６時～
午後９時

27,870 24,880 1.12

午前９時～
午後９時

56,090 50,080 1.12

1,830 1,630 1.12
2,950 2,630 1.12
3,360 3,000 1.12

890 720 1.24
1,440 1,160 1.24
1,870 1,510 1.24

520 460 1.12
830 740 1.12

1,080 960 1.12
520 460 1.12
830 740 1.12

1,080 960 1.12
290 260 1.12
480 430 1.12
530 470 1.12
290 260 1.12
480 430 1.12
530 470 1.12
520 460 1.12
830 740 1.12

1,080 960 1.12

楽屋２

多目的ロビー２

スタジオ

会議室

※１

楽屋３
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

楽屋１
午後６時～午後９時
午後１時～午後５時

午前９時～正午

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

多目的ロビー１
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

シアターサウス

土曜日、日曜
日及び祝日

平日

碧南市芸術文化ホー
ル使用料
※１
※２
※５
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520 460 1.12
830 740 1.12

1,080 960 1.12
810 720 1.12

1,300 1,160 1.12
1,690 1,510 1.12

520 460 1.12
830 740 1.12

1,080 960 1.12
所作台 3,300 3,240 1.02 ※２
平台 200 200 1.00
金びょうぶ 1,100 1,080 1.02
毛せん 150 150 1.00
長座布団 100 100 1.00
プログラムスタンド 50 50 1.00
演台 530 530 1.00
花台 150 150 1.00
司会者台 200 200 1.00
映写スクリーン 300 300 1.00
天反ライト 3,240 3,190 1.02
コンダクタースポットライト 760 750 1.01
種　　板 100 100 1.00
シーリングスポットライト 2,500 2,460 1.02
フロントスポットライト 3,300 3,240 1.02
センタースポットライト 1,520 1,500 1.01
スポットライト(１．５kw） 200 200 1.00
スポットライト(１kw） 200 200 1.00
スポットライト(７５０w） 150 150 1.00
スポットライト(５００w） 150 150 1.00
サスペンションライト 760 750 1.01
アッパーホリゾントライト 1,520 1,500 1.01
ロアーホリゾントライト 760 750 1.01
フラッドライト 760 750 1.01
フットスポットライト 100 100 1.00
エフェクトマシーン 640 630 1.02
先玉 200 200 1.00

舞台用設備

楽屋５

楽屋６

楽屋７

※１

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午前９時～正午

１ 台
１ 双
１ 枚
１ 枚
１ 台

１ 台

１ 台

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

１ 台

１ 式

１ 式
１ 台
１ 台

１ 式

１ 式
１ 枚
１ 式

１ 式

１ 式

１ 台
１ 台
１ 列
１ 列
１ 列
１ 列
１ 台
１ 台
１ 個

碧南市芸術文化ホー
ル使用料
※１
※２
※５

 照明用設備
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ストロボマシーン 300 300 1.00
ミラーボール 640 630 1.02
オーロラマシーン 300 300 1.00
スモークマシーン 300 300 1.00
波マシーン 300 300 1.00
電源コンセント（１kw） 150 150 1.00
拡声装置 2,200 2,160 1.02
テープレコーダー 1,080 廃止 ※５ 令和8年4月1日
コンパクトディスクプレーヤー 1,100 1,080 1.02 ※２ 令和9年4月1日
ミニディスクプレーヤー 1,080 廃止 ※５ 令和8年4月1日
吊りマイク装置 530 530 1.00 ※２
ワイヤレスマイクロホン 1,100 1,080 1.02
マイクロホン 860 850 1.01
フルコンサートピアノ 3,300 3,240 1.02
セミコンサートピアノ 2,200 2,160 1.02

全 面 2,360 1,950 1.21
２ 分 の １ 面 1,190 980 1.21
３ 分 の １ 面 790 650 1.21
全 面 2,870 2,370 1.21
２ 分 の １ 面 1,440 1,180 1.22
３ 分 の １ 面 960 790 1.21
全 面 2,870 2,370 1.21
２ 分 の １ 面 1,440 1,180 1.22
３ 分 の １ 面 960 790 1.21
全 面 3,860 3,190 1.21
２ 分 の １ 面 1,940 1,600 1.21
３ 分 の １ 面 1,290 1,070 1.21

260 260 1.00 ※２
430 430 1.00
570 560 1.02
260 260 1.00
430 430 1.00
570 560 1.02

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

碧南市農業者コミュ
ニティセンター使用
料
※１
※２
※３

体育室

和室１

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午前９時～正午

和室２

ピアノ

音響用設備

１ 台

１ 台

午前９時～正
午

正午～午後３
時

午後３時～午
後６時

午後６時～午
後９時

１ 台

１ 台
１ 台

１ 台
１ 台

１ 台
１ 口
１ 式
１ 台
１ 台

１ 式
１ 本

令和8年10月1日

碧南市芸術文化ホー
ル使用料
※１
※２
※５

※１

１ 本

令和9年4月1日
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320 260 1.24
530 430 1.24
690 560 1.24
320 260 1.24
530 430 1.24
690 560 1.24
110 100 1.10
110 － 新規 ※３
440 300 1.45
70 50 1.45

360 260 1.38
610 430 1.42
790 560 1.41
750 520 1.45

1,250 860 1.45
1,620 1,120 1.45

360 260 1.38
610 430 1.42
790 560 1.41
100 200 0.50
200 400 0.50
100 100 1.00 ※２

12,000 9,600 1.25
790 640 1.24

1,280 1,030 1.24
1,660 1,340 1.24

260 260 1.00
430 430 1.00
570 560 1.02

※１

和室

午後６時～午後９時

碧南市前浜集落セン
ター使用料
※１
※２

大研修室
午前９時～正午

午後１時～午後５時

中学生以上の者１人１回につき

市民農園 １区画１年につき

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

碧南市農業活性化セ
ンターあおいパーク
使用料
※１
※２
※４

研修室
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

調理加工室

浴室

小型自動遊具 １ 台 １ 回 に つ き

プレイロット照明設備 １ 時 間

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午後６時～午後９時

会議室１

小学生１人１回につき

午前９時～正午
午後１時～午後５時

午前９時～正午
午後１時～午後５時

１ 時 間

午前９時～正午

テニスコート １ 面 １ 時 間

テニスコート照明設備 １ 面 １ 時 間

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

会議室２

碧南市農業者コミュ
ニティセンター使用
料
※１
※２
※３

午後６時～午後９時

会議室１
※１

※４

※２

令和8年10月1日

令和8年4月1日

プレイロット
※１

令和8年10月1日
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260 260 1.00
430 430 1.00
570 560 1.02
260 260 1.00
430 430 1.00
570 560 1.02
260 260 1.00
430 430 1.00
570 560 1.02
260 260 1.00
430 430 1.00
570 560 1.02
260 260 1.00
430 430 1.00
570 560 1.02
380 260 1.45
620 430 1.45
810 560 1.45
790 640 1.24

1,280 1,030 1.24
1,660 1,340 1.24

260 260 1.00
430 430 1.00
570 560 1.02
260 260 1.00
430 430 1.00
570 560 1.02
320 260 1.24
530 430 1.24
690 560 1.24
910 730 1.24

1,500 1,210 1.24
1,670 1,350 1.24

910 730 1.24
1,500 1,210 1.24
1,670 1,350 1.24午後６時～午後９時

碧南市ものづくりセン
ター使用料
※１

視聴覚室
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

コンピュータ室
午前９時～正午

午後１時～午後５時

農事相談室
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

会議室２
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午後６時～午後９時

碧南市川口農業セン
ター使用料
※１
※２

大研修室
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

会議室１
午前９時～正午

午後６時～午後９時

食品加工室
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

会議室６
午前９時～正午

午後１時～午後５時

会議室５
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

会議室４
午前９時～正午

午後１時～午後５時

碧南市前浜集落セン
ター使用料
※１
※２

会議室３
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

会議室２

※１

※２

※１

※２

令和8年10月1日
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910 730 1.24
1,500 1,210 1.24
1,670 1,350 1.24

910 730 1.24
1,500 1,210 1.24
1,670 1,350 1.24

910 730 1.24
1,500 1,210 1.24
1,670 1,350 1.24

910 730 1.24
1,500 1,210 1.24
1,670 1,350 1.24
1,790 1,440 1.24
2,960 2,390 1.24
3,340 2,690 1.24

910 730 1.24
1,500 1,210 1.24
1,670 1,350 1.24

午前９時～
正午

19,980 14,270 1.40

午後１時～
午後５時

32,100 22,930 1.40

午後６時～
午後９時

42,140 30,100 1.40

午前９時～
午後９時

84,800 60,570 1.40

午前９時～
正午

25,970 18,550 1.40

午後１時～
午後５時

41,730 29,810 1.40

午後６時～
午後９時

54,770 39,120 1.40

午前９時～
午後９時

110,220 78,730 1.40

1,170 810 1.45
1,890 1,300 1.45
2,260 1,560 1.45

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

実習室１
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

実習室２
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

教室３
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

教室２
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

教室１
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

製図室
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

碧南市ものづくりセン
ター使用料
※１

碧南市文化会館使
用料
※１
※２
※５

ホール

リハーサル室

平日

土曜日、日曜
日及び祝日

午前９時～正午

※１

令和8年10月1日

令和9年4月1日
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460 330 1.40
740 530 1.40
970 690 1.40
460 330 1.40
740 530 1.40
970 690 1.40
460 330 1.40
740 530 1.40
970 690 1.40
460 330 1.40
740 530 1.40
970 690 1.40

480
790
920
480
790
920
230
390
510

920 720 1.28
1,480 1,160 1.28
1,780 1,390 1.28
1,150 900 1.28
1,870 1,460 1.28
2,200 1,720 1.28

360 360 1.00
610 600 1.02
790 780 1.01

1,170 810 1.45
1,890 1,300 1.45
2,260 1,560 1.45

770 530 1.45
1,250 860 1.45
1,580 1,090 1.45

※５

※１

※２

※１

午後６時～午後９時

音楽

演劇

午後６時～午後９時
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午前９時～正午
午後１時～午後５時

展示室２
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

和室３

浴室２

午前９時～正午
午後１時～午後５時

展示室１
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午後６時～午後９時

浴室１
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

楽屋５

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午前９時～正午
午後１時～午後５時

午後６時～午後９時

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午前９時～正午

廃止

碧南市文化会館使
用料
※１
※２
※５

楽屋２

楽屋１

楽屋３

楽屋事務室

午前９時～正午
午後１時～午後５時

令和８年４月１日

令和9年4月1日

練習室

令和9年4月1日

10



1,440 990 1.45
2,320 1,600 1.45
2,710 1,870 1.45

所作台 3,300 3,240 1.02 ※２
平台 200 200 1.00
松羽目 1,100 1,080 1.02
竹羽目 1,080 廃止 ※５ 令和8年4月1日
金びょうぶ 1,100 1,080 1.02 ※２
銀びょうぶ 1,100 1,080 1.02
毛せん 150 150 1.00
長座布団 100 100 1.00
プログラムスタンド 50 50 1.00
しゃ幕 200 廃止 ※５
地かすり 420 廃止
花道用揚幕 100 100 1.00 ※２
鳥屋囲 420 420 1.00
大太鼓 530 530 1.00
上敷 200 200 1.00
演台 530 530 1.00
花台 150 150 1.00
司会者台 200 200 1.00
映写スクリーン 300 300 1.00
紅白幕 300 廃止 ※５
浅黄幕 300 廃止
反響板 3,830 3,770 1.02 ※２
雪かご 530 530 1.00
拡声装置 2,200 2,160 1.02
テープレコーダー 1,100 1,080 1.02
コンパクトディスクプレーヤー 1,100 1,080 1.02
ミニディスクプレーヤー 1,100 1,080 1.02
吊りマイク装置 530 530 1.00
マイクロホン 860 850 1.01
ワイヤレスマイクロホン 1,100 1,080 1.02

※１

１ 双
１ 枚
１ 枚

総合

１ 式
１ 双

１ 台
１ 枚

１ 式
１ 台

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午前９時～正午

碧南市文化会館使
用料
※１
※２
※５

１ 式
１ 台
１ 式

１ 枚
１ 枚

音響用設備

舞台用設備

１ 台

１ 式

１ 本

１ 枚
１ 台
１ 台

１ 台
１ 式

１ 式
１ 組
１ 組
１ 式
１ 式

１ 台
１ 台

１ 本

令和9年4月1日

令和9年4月1日

令和9年4月1日

令和8年4月1日

令和8年4月1日

令和9年4月1日
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オーロラマシーン 300 廃止 ※５
ストロボマシーン 300 廃止
スモークマシーン 300 廃止
波マシーン 300 300 1.00 ※２
エフェクトマシーン 640 630 1.02
スポットライト（１kw） 200 200 1.00
スポットライト（７５０w） 150 150 1.00
スポットライト（５００w） 150 150 1.00
先玉 200 200 1.00
フットスポットライト 100 100 1.00
種板 100 100 1.00
電源コンセント（１kw） 150 150 1.00
ミラーボール 640 630 1.02
本フットライト 530 530 1.00
花道フットライト 150 150 1.00
ボーダーライト 760 750 1.01
サスペンションライト 760 750 1.01
トーメンタルスポットライト 1,630 1,610 1.01
シーリングスポットライト 2,500 2,460 1.02
フロントサイドスポットライト 3,180 3,130 1.02
センタースポットライト 1,520 1,500 1.01
アッパーホリゾントライト 1,520 1,500 1.01
ロアーホリゾントライト 760 750 1.01
フルコンサートピアノ 3,300 3,240 1.02
アップライトピアノ 1,100 1,080 1.02

その他設備 電子オルガン 1,960 1,930 1.02
2,750 2,220 1.24
4,440 3,580 1.24
5,580 4,500 1.24

380 260 1.45
620 430 1.45
810 560 1.45

※１

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

碧南市立中央公民
館使用料
※１
※２

大会議室

碧南市文化会館使
用料
※１
※２
※５

照明用設備

１ 台
１ 台
１ 台
１ 台

１ 列

１ 枚

１ 列

１ 台

１ 口

１ 台

午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

１ 式

１ 列

午前９時～正午

ピアノ

応接室

１ 台
１ 列

１ 台
１ 台
１ 台

１ 式

１ 式

１ 個

１ 台
１ 台

１ 列

１ 台

１ 式

１ 列

令和9年4月1日

令和8年4月1日
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660 530 1.24
1,070 860 1.24
1,390 1,120 1.24

890 720 1.24
1,440 1,160 1.24
1,870 1,510 1.24

660 530 1.24
1,070 860 1.24
1,390 1,120 1.24

890 720 1.24
1,440 1,160 1.24
1,870 1,510 1.24
1,440 990 1.45
2,320 1,600 1.45
2,710 1,870 1.45
1,830 1,260 1.45
2,960 2,040 1.45
3,870 2,670 1.45

360 360 1.00
610 600 1.02
790 780 1.01
460 460 1.00
750 740 1.01
970 960 1.01
820 810 1.01

1,320 1,300 1.02
1,730 1,700 1.02
1,560 1,260 1.24
2,530 2,040 1.24
3,310 2,670 1.24
2,310 1,860 1.24
3,720 3,000 1.24
4,820 3,890 1.24

※１

※２

研修室２
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

研修室１
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

和室４
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

和室２
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

和室１
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

料理研修室

午前９時～正午

午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

視聴覚室

午前９時～正午
会議室２ 午後１時～午後５時

午後６時～午後９時

会議室４
午後６時～午後９時
午後１時～午後５時

午後６時～午後９時
午前９時～正午

午後１時～午後５時

会議室１
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

碧南市立中央公民
館使用料
※１
※２

会議室３
午前９時～正午

※１
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平日 １ 時 間 2,130 2,100 1.01
土曜日、日曜日
及 び 祝 日

１ 時 間 2,780 2,730 1.02

680 550 1.24
1,080 870 1.24

870 700 1.24
290 200 1.45
290 200 1.45
150 100 1.45
150 100 1.45
290 200 1.45
290 200 1.45
150 100 1.45
150 100 1.45
150 100 1.45
150 100 1.45

1,320 1,100 1.20
270 260 1.04
110 100 1.10
270 260 1.04
270 260 1.04

1,360 1,340 1.01
2,210 2,170 1.02
1,860 1,830 1.02
3,000 2,400 1.25 ※１
1,500 1,200 1.25

500 400 1.25
6,890 4,750 1.45

440 300 1.45
440 300 1.45

2,610 1,800 1.45
1,310 900 1.45

440 300 1.45

令和8年10月1日

※２

※２

１ 面 １ 時 間

６ 分 の １ 面 １ 時 間

１ 時 間
碧南市道場山西公園グラウンド １ 時 間

１ 面 １ 時 間

碧南市港湾スポーツセンター弓道場
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

碧南市港湾スポーツセンターテニスコート

碧南緑地少年サッカー場 １ 時 間
碧南市臨海公園テニスコート

碧南市港南グラウンド １ 時 間
碧南市碧公園グラウンド １ 時 間
碧南市沢渡公園グラウンド １ 時 間
碧南市水源公園グラウンド

碧南市２号地運動広場 １ 時 間
碧南市２号地多目的グラウンド １ 面 １ 時 間

碧南市臨海公園グラウンド会議室
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

１ 時 間

碧南市臨海公園グラウンド

碧南市羽久手公園グラウンド １ 時 間
１ 面 １ 時 間

碧南市臨海公園テニスコート照明設備 １ 面 １ 時 間

全 面 １ 時 間

碧南市臨海公園グラウンド照明設備 １ 時 間
６ 分 の １ 面 １ 時 間

碧南緑地ビーチコート

全 面 １ 時 間
碧南市港湾スポーツセンターテニスコート照明設備

碧南市体育施設使
用料
※１
※２

碧南緑地ビーチコート照明設備 ２ 分 の １ 面 １ 時 間

碧南市水源公園テニスコート １ 面 １ 時 間

２ 分 の １ 面 １ 時 間

※１

碧南市玉津浦グラウンド
碧南市２号地グラウンド

１ 面 １ 時 間

１ 面 １ 時 間

碧南市羽久手公園テニスコート
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午前９時～
正午

6,360 6,170 1.03

正午～午後
３時

7,660 7,440 1.03

午後３時～
午後６時

7,660 7,440 1.03

午後６時～
午後９時

8,020 7,790 1.03

午前９時～
午後９時

26,740 25,960 1.03

午前９時～
正午

8,250 8,010 1.03

正午～午後
３時

9,960 9,670 1.03

午後３時～
午後６時

9,960 9,670 1.03

午後６時～
午後９時

10,420 10,120 1.03

午前９時～
午後９時

34,720 33,710 1.03

5,500 3,790 1.45
6,310 4,350 1.45
6,310 4,350 1.45
6,530 4,500 1.45
1,340 1,080 1.24
1,620 1,310 1.24
1,620 1,310 1.24
1,720 1,390 1.24

200 130 1.54
320 260 1.24
410 330 1.24
410 330 1.24
380 310 1.24
260 260 1.00
330 330 1.00
330 330 1.00
310 310 1.00

令和8年10月1日

碧南市臨海体育館
使用料
※１
※２

午前９時～正午
正午～午後３時

午後３時～午後６時

和室

午前９時～正午
正午～午後３時

午後３時～午後６時
午後６時～午後９時

午後６時～午後９時

第２体育室

会　　議　　室

高校生以上の者１人１回につき

午後３時～午後６時

トレーニング室
午前９時～正午
正午～午後３時

正午～午後３時
第１体育室

午前９時～正午

午後６時～午後９時
午後３時～午後６時

土曜日、日曜
日及び祝日

競　　技　　場

平日

午後６時～午後９時

※２
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5,800 4,000 1.45 ※１
放送室放送設備 4,240 4,170 1.02
机 90 90 1.00
い　　す 60 60 1.00
床シート 180 180 1.00

2,020 2,000 1.01
1,010 1,000 1.01

全 面 2,360 1,950 1.21
２ 分 の １ 面 1,190 980 1.21
３ 分 の １ 面 790 650 1.21
全 面 2,880 2,370 1.22
２ 分 の １ 面 1,440 1,180 1.22
３ 分 の １ 面 960 790 1.21
全 面 2,880 2,370 1.22
２ 分 の １ 面 1,440 1,180 1.22
３ 分 の １ 面 960 790 1.21
全 面 3,860 3,190 1.21
２ 分 の １ 面 1,940 1,600 1.21
３ 分 の １ 面 1,290 1,070 1.21

380 260 1.45
570 390 1.45
570 390 1.45
860 590 1.45
320 260 1.24
480 390 1.24
480 390 1.24
730 590 1.24
260 260 1.00
390 390 1.00
390 390 1.00
600 590 1.02

令和8年10月1日

※２

正午～午後３時
午後３時～午後６時
午後６時～午後９時

音楽室

午前９時３０分～正午
正午～午後３時

午後３時～午後６時
午後６時～午後９時

碧南市こどもプラザら
らくるにしばた使用料
※１
※２

ワークルーム２

午前９時３０分～正午
正午～午後３時

午後３時～午後６時
午後６時～午後９時

サークル室

午前９時３０分～正午

碧南勤労者体育セン
ター使用料
※１

体育室

午前９時～正
午

正午～午後３
時

午後３時～午
後６時

午後６時～午
後９時

碧南市臨海公園ドー
ム使用料　　　　　※２

碧南市臨海公園ドーム
全 面 １ 時 間

２ 分 の １ 面 １ 時 間

附属設備

１ 式

碧南市臨海体育館
使用料
※１
※２

競技場空調設備

１ 脚
１ 脚
１ 巻

１ 時 間

※２

※１
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碧南市新川 320 220 1.45
まちかどサ 510 350 1.45
ロン 650 450 1.45

190 130 1.45
320 220 1.45
410 280 1.45
130 130 1.00
220 220 1.00
280 280 1.00

碧南市大浜 460 320 1.45
まちかどサ 750 520 1.45
ロン 970 670 1.45

160 130 1.24
270 220 1.24
350 280 1.24
160 130 1.24
270 220 1.24
350 280 1.24
450 360 1.24
740 600 1.24
970 780 1.24

2,030 2,000 1.02
3,270 3,220 1.02
4,120 4,050 1.02

680 470 1.45
1,120 770 1.45
1,460 1,010 1.45

500 460 1.09
810 740 1.09
940 860 1.09

令和8年10月1日

※１

視聴覚研修室
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

調理実習室
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午後６時～午後９時

まちかどホール
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

へきなん福祉センタ
ーあいくる使用料
※１
※２

会議室１
午前９時～正午

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

相談室

午後１時～午後５時

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

会議室

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

多目的ホール

午前９時～正午

午後６時～午後９時
和　室

多目的室

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午前９時～正午碧南市まちかどサロ
ン使用料
※１
※２

調理室

午前９時～正午
午後１時～午後５時

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

※１

※２

碧南市心身障害者
福祉センター使用料
※１

※１

※２
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２　行政財産の目的外使用

種類 改定金額 現行金額 改定率 改正理由 施行期日

930 640 1.45
1,490 1,030 1.45
1,940 1,340 1.45

380 260 1.45
620 430 1.45
810 560 1.45
260 260 1.00
430 430 1.00
570 560 1.02
260 260 1.00
430 430 1.00
570 560 1.02
320 260 1.24
530 430 1.24
690 560 1.24
930 640 1.45

1,490 1,030 1.45
1,940 1,340 1.45

380 260 1.45
620 430 1.45
810 560 1.45
260 260 1.00
430 430 1.00
570 560 1.02
260 260 1.00
430 430 1.00
570 560 1.02
930 640 1.45

1,490 1,030 1.45
1,940 1,340 1.45

380 260 1.45
620 430 1.45

大浜公民館 810 560 1.45

令和8年10月1日

午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午後６時～午後９時

午後６時～午後９時

ホール
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

研修室

和室１
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午後１時～午後５時

和室２
午前９時～正午

午後１時～午後５時

中部公民館

ホール
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

研修室
午前９時～正午

午後６時～午後９時

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午後１時～午後５時

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

会議室
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

区分 単位

和室２
午前９時～正午

和室１
午前９時～正午

碧南市立公民館使
用料
※１
※２

新川公民館

ホール
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

研修室
午前９時～正午

※２

※１

※１

※２

※１
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260 260 1.00
430 430 1.00
570 560 1.02
260 260 1.00
430 430 1.00
570 560 1.02
930 640 1.45

1,490 1,030 1.45
1,940 1,340 1.45

380 260 1.45
620 430 1.45
810 560 1.45
380 260 1.45
620 430 1.45
810 560 1.45
380 260 1.45
620 430 1.45
810 560 1.45
260 260 1.00
430 430 1.00
570 560 1.02
260 260 1.00
430 430 1.00
570 560 1.02
320 260 1.24
530 430 1.24
690 560 1.24
930 640 1.45

1,490 1,030 1.45
1,940 1,340 1.45

380 260 1.45
620 430 1.45
810 560 1.45
260 260 1.00
430 430 1.00
570 560 1.02

令和8年10月1日

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午後１時～午後５時

鷲塚公民館

ホール

和室１
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午後６時～午後９時

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

研修室
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午後６時～午後９時

会議室
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

和室２
午前９時～正午

午後１時～午後５時

和室１
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午後６時～午後９時

研修室３
午前９時～正午

午後１時～午後５時

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

和室２
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

棚尾公民館

ホール
午前９時～正午

午後１時～午後５時

研修室１
午前９時～正午

研修室２

和室１
午前９時～正午

午後６時～午後９時

碧南市立公民館使
用料
※１
※２

※２

※１

※２

※１

※２
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260 260 1.00
430 430 1.00
570 560 1.02
930 640 1.45

1,490 1,030 1.45
1,940 1,340 1.45

380 260 1.45
620 430 1.45
810 560 1.45
260 260 1.00
430 430 1.00
570 560 1.02
260 260 1.00
430 430 1.00
570 560 1.02
930 640 1.45

1,490 1,030 1.45
1,940 1,340 1.45

320 260 1.24
530 430 1.24
690 560 1.24
380 260 1.45
620 430 1.45
810 560 1.45
260 260 1.00
430 430 1.00
570 560 1.02
260 260 1.00
430 430 1.00
570 560 1.02

運動場 3,130 2,160 1.45
テニスコート 440 300 1.45

小中学校 体育館 610 420 1.45

令和8年10月1日

和室２

１ 面 １ 時 間
１ 時 間

中学校

午後６時～午後９時

午前９時～正午

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

西端公民館

和室１

和室２

ホール

鷲塚公民館

午後１時～午後５時

全 面 １ 時 間

午前９時～正午

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

日進公民館

ホール

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午前９時～正午

午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

研修室
午前９時～正午

午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

会議室

研修室

午後６時～午後９時

午前９時～正午
午後１時～午後５時

午前９時～正午
午後１時～午後５時
午後６時～午後９時

午後６時～午後９時

午後１時～午後５時

和室２

和室１

碧南市立公民館使
用料
※１
※２

碧南市立小中学校
照明設備使用料
※１

※２

※１

※２

※１

※２

※１

20



建物 建物を使用する場合
5円以内において
市長の定める額。

5円以内において
市長の定める額。
ただし、徴収すべ
き金額が5４0円に
満たない場合は、
5４0円とする。

※２

電柱、標柱その他これに類す
るものを設ける場合

碧南市道路占用
料条例（平成９年
碧南市条例第３４
号）に規定する占
用料に定める額
以内で市長が定
める額とする。

その他の場合

固定資産税課税
標準額の相当額
１平方メートル当
たりの額に１００分
の４を乗じ、さらに
３６５で除して得た
額。ただし、金額
の合計が５００円
に満たない場合
は、５００円とす
る。

固定資産税課税
標準額の相当額
１平方メートル当
たりの額に１００分
の４を乗じ、さらに
３６５で除して得た
額。ただし、徴収
すべき金額の合
計が５００円に満
たない場合は、５
００円とする。

令和8年10月1日

土地

１平方メートル１日につき

碧南市道路占用料条例（平成９年碧南市条例第３４
号）に規定する占用料に定める額以内で市長が定め
る額とする。

１平方メートル１時間につき

建物使用料及び土
地使用料
※２
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